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７
日
開
か
れ
た
厚
生
文

化
常
任
委
員
会
で
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
取
り
上
げ
ま
し
た
。
今

議
会
に
は
、
国
の
医
療
改

革
に
よ
る
75
歳
以
上
の
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関

わ
る
予
算
や
条
例
が
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
「
努
力
義
務
」

と
さ
れ
た
健
診
に
つ
い
て

そ
の
内
容
を
問
い
ま
し
た
。

鈴
木
敬
次
長
寿
社
会
課
国

保
主
幹
は
「
広
域
連
合

で
は
75
歳
以
上
の
健
診
を

自
己
負
担
な
し
で
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、

国
の
指
示
で
糖
尿
病
、
高

血
圧
な
ど
治
療
し
て
い
る

人
は
対
象
外
と
な
る
」
と

答
弁
し
ま
し
た
。

ま
た
、
「
こ
の
制
度
で

は
受
け
る
医
療
も
診
療
報

酬
で
年
齢
差
別
さ
れ
て
い

る
。
複
数
科
の
受
診
と
な

り
や
す
い
高
齢
者
に
定
額

の
診
療
科
に
す
る
こ
と
や

終
末
期
医
療
や
退
院
を
う

な
が
す
診
療
加
算
な
ど
医

療
費
抑
制
の
内
容
だ
」
と

指
摘
し
ま
し
た
。
鈴
木
主

幹
は
「
医
療
機
関
が
そ

れ
ら
を
選
択
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
」
と
認
め
ま
し

た
。私

は
「
医
療
費
を
削

減
す
る
た
め
高
齢
者
を
差

別
す
る
ひ
ど
い
制
度
だ
。

国
は
凍
結
と
い
っ
て
も
県

内
約
18
万
人
の
加
入
者
の

内
、
１
／
４
以
下
の
約
４

万
人
の
保
険
料
徴
収
を
延

期
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
全

国
の
５
０
０
以
上
の
自
治

体
か
ら
制
度
の
中
止
や
見

直
し
を
求
め
る
意
見
書
が

国
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

県
の
関
連
予
算
・
条
例
に

は
強
く
反
対
す
る
」
と
主

張
し
ま
し
た
。

※
日
本
共
産
党
は
２
月
28

日
、
民
主
党
、
社
民
党
、

国
民
新
党
と
と
も
に
４
野

党
共
同
で
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
廃
止
法
案
を
衆

院
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

今
議
会
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
等
手
数
料
の
引
き
下

げ
を
内
容
と
す
る
条
例
改
定
案
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
改
正
で
06
年
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
サ
ー
ビ
ス
内
容
な

ど
の
情
報
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
事
業
所
ご
と
の
手
数

料
は
、
全
国
各
県
で
４
万
数
千
円
か
ら
６
万
数
千
円
と
高
額
に
な
っ

て
お
り
、
「
介
護
報
酬
が
低
い
中
で
高
い
手
数
料
が
経
営
を
圧
迫
す

る
」
と
悲
鳴
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

06
年
８
月
に
は
、
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
が
笹
山
県
議
と
と
も

に
、
県
に
手
数
料
軽
減
を
申
し
入
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
特
に
県
内
の
小
規
模
の

介
護
事
業
所
か
ら
も
「
高
す
ぎ
る
。

何
と
か
な
ら
な
い
の
か
」
の
声
が

多
く
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
08
年

度
か
ら
は
、
引
き
下
げ
ら
れ
る
見

通
し
で
す
。

※
都
道
府
県
や
同
指
定
の
機
関
が

調
査
し
、
介
護
事
業
所
の
職
員
体

制
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど
の
情
報

を
県
内
１
ヵ
所
の
情
報
公
表
セ
ン

タ
ー
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で

公
表
し
て
い
ま
す
。
調
査
や
公
表

に
関
わ
る
費
用
は
事
業
者
か
ら
徴

収
し
た
手
数
料
を
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

市民オンブズマン県会議が平成18年度の山形市議会政務調査費に関

する監査請求を行っています。

山形市議会の政務調査費は、個人支給となっており、当時市議であっ

た私に対しても監査請求が行われています。

その内容は、日本共産党市議団としての市議団報告や議会活動報告

の作成、広報費、市民アンケートに関わる費用の負担分と個人の議会

活動報告の作成に関わる費用など102万3,916円となっています。違法

の理由として「政治活動もしくは後援会活動と評価されるべき」「議

員としての政務調査活動とは評価されるべきではない」などがあげら

れています。

山形市議会において政務調査費は、収支報告書に領収書添付が義務

付けられ、情報公開の対象とされていますが、関連資料はそれぞれ責

任を持って保管することとなっています。今後、市監査委員会の求め

に応じ、資料を示して違法性はないことを明らかにしていきたいと考

えています。

しかし、情報公開されている領収書のみで「政務調査の目的にそっ

た支出がされているか」の判断は困難で、市民の目から見ればやはり

不透明です。

議員、議会の姿勢が問われているととらえています。県議会では、1

円からの領収書添付が4月から実施される見込み（今議会で審議予定）

ですが、支出根拠となる関連資料もしっかり添付していきたいと思っ

ています。

２
月
県
議
会
に
条
例
改
正
案

８
日
、
女
性
団
体
主
催

の
「
県
議
と
語
る
会
」
に

４
人
の
女
性
県
議
の
１
人

と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

山
形
県
内
女
性
議
員
の
比

率
は
５
％
で
全
国
最
低
と

の
こ
と
、
会
場
か
ら
は

「
な
ぜ
だ
ろ
う
」
の
疑
問
が

多
く
出
ま
し
た
。
県
内
の

市
町
の
女
性
議
員
は
29
人

（
07
年
９
月
現
在
）
で
す
が
、

そ
の
内
日
本
共
産
党
の
女

性
議
員
は
11
人
で
第
一
党

で
す
。
全
国
で
も
１
０
７

４
人
で
女
性
議
員
第
一
党

で
す
。
政
策
で
も
活
動
で

も
男
性
同
様
に
女
性
自
ら

が
前
進
の
道
を
切
り
開
い

て
き
た
政
党
だ
か
ら
こ
そ

と
誇
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
こ
の
力
を
大
い
に

い
か
し
て
連
携
し
て
活
動

を
展
開
し

て
い
き
た

い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

厚生文化
常任委員会

ゆ
り
子

の
視
点

【介護保険公表手数料】

現行 08年4月から

情報公開手数料 12,000円 10,000円

調査手数料 37,000円 28,000円（居宅介護支援）

30,000円（居宅サービス）

32,000円（施設サービス）

計 49,000円 38,000円～42,000円


